
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

発行所

〒
一
〇
五
e

八
四
四
五

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目

二
番
四
号

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

電 話

03
(3587)
4294

定 価

一
ヵ
月
一
、五
九
六
円(

本
体
一
、五
二
〇
円)

本
号
一
部

一
三
六
円(

本
体

一
三
〇
円)

(

配

送

料

別)

Î
号
外

六
月
二
日
付
第
一
一
五
号
一
六

府
調
達
第
九
九
号
八
ペ
ー
ジ
×

Î
付
録

資
料
版
第
二
三
六
八
号
二
四
ペ

八
ペ
ー
ジ
×
同
日
付
第
一
一
六
号
一
二
八
ペ
ー
ジ
×
同
日
付
政

五
月
十
四
日
付
参
会
第
二
一
号
三
二
ペ
ー
ジ

ー
ジ

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

正

誤

一
二
二
〇
〜
二
一
変
更
し
、
若
し
く

は
廃
止
す
る
件

変
更
す
る
件

終
り
か
ら

九
上

一
六

J¢K
地
球
局

地
球
局
（
航
空
機

の
安
全
運
航
又
は

正
常
運
航
に
関
す

る
通
信
を
行
う
も

の
に
限
る
。）

〃
〃
〃

六

〃
下

九
帯
局
、
携
帯
移
動
帯
局
、
航
空
機
地

球
局
（
三
の
項
に

掲
げ
る
航
空
機
地

球
局
を
除
く
。）、

携
帯
移
動

一
一
上

七
事
業
者
規
則
（
平

成

事
業
者
等
規
則
（

平
成

終
り
か
ら

〃

〃

五
「
及
び
保
存
の
確

認
」

「
及
び
保
存
」

終
り
か
ら

一
三
下

一
〇
同
項
第
三
号

同
条
第
二
項
第
三

号

三
上

一
〇
第
四
条
中

附
則
第
四
条
中

終
り
か
ら

一
八
一

一
一
第
一
条

第
五
条

終
り
か
ら

八
下

三社
債
発
行
費
償
却
社
債
発
行
差
金
償

却

〃
〃
〃

〃社
債
発
行
差
金
償

却
社
債
発
行
費
償
却

〃
〃
〃

二有
価
証
券
の
評
価
有
価
証
券
の
評
価

損

〃
〃
〃

〃損
他
の

他
の

四
二

一
三
第
十
号

第
八
号

平成˜�年�月™日 水曜日 第šŸ�™号官 報
限
定
承
認
公
告

本
籍
福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
太
田
七
四
番
地
、
最

後
の
住
所
福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
室
ノ
木
前
九
八
番

地

被
相
続
人

亡

安
田
健
一
郎

右
被
相
続
人
は
平
成
十
六
年
二
月
九
日
死
亡
し
、
そ
の

相
続
人
は
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
福
島
家
庭
裁
判
所

郡
山
支
部
に
て
限
定
承
認
を
し
た
か
ら
、
一
切
の
相
続
債

権
者
及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
室
ノ
木
前
九
八
番
地

相
続
財
産
管
理
人

安
田

健

証
券
業
務
の
廃
止
に
関
す
る
公
告

コ
メ
ル
ツ
銀
行
東
京
支
店
は
、
平
成
十
六
年
七
月
十
五

日
を
も
っ
て
、
証
券
業
務
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
、
同
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
ノ
内
一
丁
目
二
番
一
号
東
京

海
上
ビ
ル
新
館

コ
メ
ル
ツ
銀
行
東
京
支
店

支
店
長

弥
富

紀
夫

新
株
予
約
権
割
当
日
公
告

当
社
は
平
成
十
六
年
五
月
十
九
日
開
催
の
取
締
役
会
の

決
議
に
よ
り
、
き
た
る
平
成
十
六
年
六
月
十
八
日
に
発
行

す
る
新
株
予
約
権
の
引
受
権
を
、
平
成
十
六
年
六
月
十
七

日
午
後
三
時
現
在
の
株
主
名
簿
に
記
載
あ
る
株
主
に
与
え

る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
四
番
四
号

株
式
会
社
I'
m
P
A
C
T
W
o
rld

代
表
取
締
役

林

佑
二

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
中
川
博

人
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。平

成
十
六
年
六
月
二
日

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
九
五
〇
五

四
サ
ン
タ
ク
ラ
ラ
市
グ
レ
ー
ト
・
ア
メ
リ
カ
・

パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
四
五
〇
〇

東
京
都
千
代
田
区
神
田
富
山
町
九
番
地
千
代
田
第

三
手
塚
ビ
ル
四
階

ネ
ッ
ト
ギ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
ク

日
本
に
お
け
る
代
表
者

中
川

博
人

一
九
ペ
ー
ジ
上
段
様
式
第
二
十
五
号
の
三
（
表
面
）
中

「20•
40ミ

リ
メ
ー
ト
ル

」
を
「24•

00ミ
リ
メ
ー
ト
ル

」

に
改
め
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
（
号
外
第
十
六
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
一
号
（
通
訳
案
内
業
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

同
日
（
同
号
外
）
公
布
総
務
省
令
第
六
十
一
号
（
登
録

点
検
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
（
号
外
第
五
十
九
号
）
公

布
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号
（
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

法
施
行
規
則
）

（
原
稿
誤
り
）

平
成
十
六
年
四
月
一
日
（
号
外
第
六
十
九
号
）
公
布
国

土
交
通
省
令
第
四
十
二
号
（
海
難
審
判
庁
組
織
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

平
成
十
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
九
号

（
建
設
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
十
五
号
及
び
第
十
六

号
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
勘
定
科
目
の
分
類
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

八
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
三
行
目「「投

資
そ
の
他
の
資

産

」
に
、」の
下
に「「当

期
利
益

」
を「当

期
純
利
益

」に
、」

を
加
え
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十

二
号
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の

水
域
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

限
定
承
認
公
告

本
籍
北
海
道
樺
戸
郡
新
十
津
川
町
字
中
央
三
二
番

地
、
最
後
の
住
所
東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字

大
久
野
一
〇
六
五
番
地
二被

相
続
人

亡

新
宅

征

右
被
相
続
人
は
平
成
十
六
年
一
月
二
十
日
死
亡
し
、
そ

の
相
続
人
は
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
東
京
家
庭
裁
判

所
八
王
子
支
部
に
て
限
定
承
認
を
し
た
か
ら
、
一
切
の
相

続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。
右
期
間
内

に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
大
久
野
一
〇
六

五
番
地
二

相
続
財
産
管
理
人

新
宅
扶
美
子

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
四
二
番
四
号
代
々

木
総
合
法
律
事
務
所

右
代
理
人
弁
護
士

新
宅

正
雄

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
、
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
内
山

太
郎
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

エ
イ
チ
エ
ル
・
ア
セ
ッ
ト
・
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

日
本
に
お
け
る
代
表
者

内
山

太
郎

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
（
号
外
第
六
十
六
号
）
公

布
総
務
省
令
第
五
十
七
号
（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

平
成
十
六
年
四
月
十
二
日
目
次
欄
中

（
原
稿
誤
り
）

債
権
申
出
の
催
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
保
険
契
約
の
包
括
移
転
に
伴
い
平
成
十
六
年

四
月
一
日
付
で
保
険
業
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
免
許

の
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
富
山
町
一
〇
番
二
号

キ
ュ
ー
・
ビ
ー
・
イ
ー
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
リ
ミ
テ
ッ
ド
日
本

支
店

清
算
人

秋
元

靖
夫

訂
正
公
告

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
（
号
外
第
一
〇
五
号
）
掲

載
の
葵
商
事
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取

り
も
ど
し
公
告
中
、「小

畠
栄
Ö

」
と
あ
る
は「小

畠
米
Ö

」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

訂
正
公
告

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日
（
号
外
第
一
〇
七
号
）
掲

載
の
破
産
管
財
人
大
谷
豊
に
係
る
配
当
公
告
中
、
一
、
配

当
に
加
え
る
べ
き
債
権
の
総
額
並
び
に
一
、
配
当
す
る
こ

と
の
で
き
る
金
額
「
優
先
債
権

金
三
九
〇
、〇
〇
〇
円
」

と
あ
る
は
「
優
先
債
権

金
三
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
社
は
平
成
十
六
年
五
月
十
日
開
催
の
臨
時
社
員
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
平
成
十
六
年
五
月
二
十
六

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。平

成
十
六
年
六
月
二
日

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
六
番
三
三
号

有
限
会
社
丸
修

清
算
人

西
野

章
一

š™
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